
議案第５６号 

 

三田市高平ふるさと交流センター条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

 

三田市高平ふるさと交流センター条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

平成２２年６月２５日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    



三田市条例第  号 

 

三田市高平ふるさと交流センター条例の一部を改正する条例 

 

三田市高平ふるさと交流センター条例（平成６年三田市条例第２０号）の一部を

次のように改正する。 

第５条第１項中「センター又はその附属設備」を「センターの施設その他の附属

設備（以下「施設等」という。）」に改める。 

第６条第２号中「施設その他附属設備等」を「施設等」に改める。 

第１５条第１項中「施設又は附属設備」を「施設等」に改める。 

第１６条の次に次の２条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１６条の２ センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指

定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) センターの利用の許可に関する業務 

(2) センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に関する業務 

(3) センターの施設等の維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合にお

ける第４条の２から前条まで及び別表の規定の適用については、別に定めるもの

を除き、これらの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とある（第１５

条を除く。）のは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第４

条の２中「市長が」とあるのは「指定管理者は」と、「この限りでない」とあるの

は「市長の承認を得てこれを変更することができる」と、第４条の３各号列記以

外の部分中「認めるときは、休所日」とあるのは「認めるときは、市長の承認を

得て、休所日」と、第８条中「市長は、規則」とあるのは「指定管理者は、あら

かじめ市長の承認を得て規則」と、第９条中「規則」とあるのは「指定管理者は、

あらかじめ市長の承認を得て規則」と、第１０条第２項中「市は」とあるのは「市

及び指定管理者は」とする。 



（利用料金） 

第１６条の３ 前条第１項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場

合にあっては、市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させること

ができる。 

２ 利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定めるものとする。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、次項から付則第１７

項までの規定は、公布の日から施行する。 

（三田市青野ダム記念館条例の一部改正） 

２ 三田市青野ダム記念館条例（昭和６２年三田市条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条の２及び第３条の３を削る。 

第３条の４中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削り、

同条を第３条の２とする。 

第３条の５各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承

認を得て」を削り、同条を第３条の３とする。 

第４条第１項各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、同項第

２号中「施設等」を「記念館の施設その他の附属設備（以下「施設等」という。）」

に改め、同条第２項、第５条各号列記以外の部分、第７条及び第９条中「指定管

理者」を「市長」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第９条の２ 記念館の管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合にあつては、指

定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 記念館の入館の許可に関する業務 

(2) 記念館の施設等の維持管理に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に



おける第３条の２から第５条まで、第７条及び前条の規定の適用については、

これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第３条の２中「これを

変更する」とあるのは「市長の承認を得てこれを変更する」と、第３条の３各

号列記以外の部分中「休館日を変更し」とあるのは「市長の承認を得て休館日

を変更し」とする。 

（三田市聖苑条例の一部改正） 

３ 三田市聖苑条例（昭和６２年三田市条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

第１０条第２項中「次に」を「次の各号に」に改める。 

第１１条第１項中「第４条の規定にかかわらず、市長は、聖苑」を「前条第１

項の規定により聖苑」に改め、「あつては」の次に「、市長は」を加える。 

（三田市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

４ 三田市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例（平成元年三田市条例第１

１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第４号中「法人その他の団体であつて、市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）が市長の承認を得て」を「市長が」に改める。 

第３条の２及び第３条の３を削る。 

第３条の４中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削り、

同条を第３条の２とする。 

第４条中「指定管理者」を「市長」に改める。 

第９条中「及び指定管理者」を削る。 

第１０条中「指定管理者」を「市長」に改め、「あらかじめ市長の承認を得て」

を削る。 

第１１条第２号中「施設等」を「駐車場の施設その他の附属設備（以下「施設

等」という。）」に改め、同条第６号中「指定管理者」を「市長」に改める。 

第１２条第１項中「駐車場の施設又は附属設備」を「施設等」に改める。 

第１３条（見出しを含む。）中「及び指定管理者」を削る。 

第１４条中「指定管理者」を「市長」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１４条の２ 駐車場の管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 



２ 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合にあつては、指

定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 駐車場の使用の許可に関する業務 

(2) 駐車場の施設等の維持管理に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に

おける第３条から第４条まで、第９条から第１１条まで、第１３条、前条及び

別表第２の規定の適用については、別に定めるものを除き、これらの規定中「市

長」とあるのは「指定管理者」と、第３条第４号中「市長が」とあるのは「指

定管理者が市長の承認を得て」と、第３条の２中「使用時間及び休業日を変更

し」とあるのは「市長の承認を得て使用時間及び休業日を変更し」と、第９条

第１項各号列記以外の部分中「市長は」とあるのは「市長及び指定管理者は」

と、同条第２項中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」と、第１０条中

「駐車場の全部」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て駐車場の全部」と、

第１３条の見出し中「市の」とあるのは「市及び指定管理者の」と、同条各号

列記以外の部分中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」と、別表第２備

考第４項中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。 

別表第２備考第４項中「指定管理者が市長の承認を得て」を「市長が」に改め

る。 

（三田市都市公園条例の一部改正） 

５ 三田市都市公園条例（平成２年三田市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

第３０条の２各号列記以外の部分中「指定管理者」を「前条の規定により有料

公園の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者」に改める。 

第３０条の３第１項を次のように改める。 

第３０条の規定により有料公園の管理を指定管理者に行わせる場合にあって

は、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる

ことができる。 

第３０条の３第３項を次のように改める。 

３ 有料施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければ

ならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。 



（三田市野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

６ 三田市野外活動センターの設置及び管理に関する条例（平成２年三田市条例第

１０号）の一部を次のように改正する。 

第４条及び第４条の２を削る。 

第４条の３の見出し中「利用時間」を「使用時間」に改め、同条中「利用時間」

を「使用時間」に、「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削

り、同条を第４条とする。 

第４条の４の見出し及び同条各号列記以外の部分中「利用」を「使用」に改め、

同条第３号中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削り、同

条を第４条の２とする。 

第５条の見出しを「（使用の許可）」に改め、同条第１項中「利用しよう」を「使

用しよう」に、「指定管理者」を「市長」に改め、同条第２項中「指定管理者」を

「市長」に改める。 

第６条第１項各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、同項第

２号中「施設等」を「施設その他の附属設備（以下「施設等」という。）」に改め、

同項第４号及び同条第２項中「利用」を「使用」に改める。 

第７条の見出しを「（使用料）」に改め、同条第１項中「利用の」を「使用の」

に、「利用者」を「使用者」に、「利用料金」を「使用料」に、「指定管理者」を「市

長」に改め、同条第２項を削る。 

第７条の２を削る。 

第８条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「利用料金」を「使

用料」に、「指定管理者」を「市長」に改める。 

第９条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「指定管理者」を

「市長」に、「利用料金」を「使用料」に改める。 

第１０条の見出し中「利用許可」を「使用許可」に改め、同条第１項各号列記

以外の部分中「指定管理者」を「市長」に、「利用者」を「使用者」に、「利用を」

を「使用を」に、「利用の」を「使用の」に改め、同項第２号中「利用許可条件及

び利用目的」を「使用許可条件及び使用目的」に改め、同条第２項中「利用者」

を「使用者」に改め、「及び指定管理者」を削る。 

第１１条の見出し中「利用者」を「使用者」に改め、同条中「利用者」を「使

用者」に、「指定管理者」を「市長」に、「もって利用」を「もって使用」に改め



る。 

第１１条の２中「指定管理者」を「市長」に、「利用を」を「使用を」に、「利

用者」を「使用者」に改める。 

第１１条の３中「利用者」を「使用者」に、「利用しよう」を「使用しよう」に、

「指定管理者」を「市長」に改める。 

第１２条中「利用者」を「使用者」に、「利用が」を「使用が」に、「利用を」

を「使用を」に、「利用の」を「使用の」に改める。 

第１３条中「利用者」を「使用者」に改める。 

第１４条の見出し中「利用権」を「使用権」に改め、同条中「利用者」を「使

用者」に、「利用の」を「使用の」に改め、同条の次に次の２条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１４条の２ 野外活動センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が

指定するもの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定により野外活動センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあ

っては、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 野外活動センターの利用の許可に関する業務 

(2) 野外活動センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に

関する業務 

(3) 野外活動センターの施設等の維持管理に関する業務 

(4) 第３条に規定する事業の実施に関する業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に

おける第４条から前条まで及び別表の規定の適用については、これらの規定中

「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とある（第１３条を除く。）のは「指

定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第４条中「臨時に」とあ

るのは「市長の承認を得て臨時に」と、「午後９時まで延長」とあるのは「市長

の承認を得て午後９時まで延長」と、「翌日の午後５時まで延長」とあるのは「市

長の承認を得て翌日の午後５時まで延長」と、第４条の２第３号中「適当と」

とあるのは「市長の承認を得て適当と」と、第８条及び第９条中「市長は、規

則」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て規則」と、第１

０条第２項中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」と、別表備考第２項



中「別に」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て別に」とする。 

（利用料金） 

第１４条の３ 前条第１項の規定により野外活動センターの管理を指定管理者に

行わせる場合にあっては、市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収

受させることができる。 

２ 利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定めるものとする。 

別表中「利用時間」を「使用時間」に、「利用料金」を「使用料」に、「利用す

る」を「使用する」に、「指定管理者」を「市長」に改め、「あらかじめ市長の承

認を得て」を削る。 

（三田市心道会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

７ 三田市心道会館の設置及び管理に関する条例（平成３年三田市条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

第３条の２及び第３条の３を削る。 

第３条の４の見出しを「（使用時間）」に改め、同条中「利用時間」を「使用時

間」に、「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削り、同条を

第３条の２とする。 

第３条の５各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承

認を得て」を削り、同条を第３条の３とする。 

第４条の見出しを「（使用の許可）」に改め、同条第１項中「利用しよう」を「使

用しよう」に、「指定管理者」を「市長」に改め、同条第２項中「指定管理者」を

「市長」に、「利用に」を「使用に」に改める。 

第５条の見出しを「（使用の制限）」に改め、同条各号列記以外の部分中「指定

管理者」を「市長」に改め、同条第２号中「施設等」を「会館の施設その他の附

属設備（以下「施設等」という。）」に改める。 

第６条の見出しを「（使用料）」に改め、同条第１項中「利用の」を「使用の」

に、「利用者」を「使用者」に、「利用料金」を「使用料」に、「指定管理者」を「市

長」に改め、同条第２項を削る。 

第６条の２を削る。 

第７条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「指定管理者」を

「市長」に改め、「あらかじめ市長の承認を得て」を削り、「利用料金」を「使用



料」に改める。 

第８条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「利用料金」を「使

用料」に、「指定管理者」を「市長」に改め、「あらかじめ市長の承認を得て」を

削る。 

第９条の見出し中「利用許可」を「使用許可」に改め、同条第１項各号列記以

外の部分中「指定管理者」を「市長」に、「利用者」を「使用者」に、「利用を」

を「使用を」に、「利用の」を「使用の」に改め、同項第２号中「利用の」を「使

用の」に改め、同項第３号中「利用許可」を「使用許可」に改め、同条第２項中

「利用者」を「使用者」に改め、「及び指定管理者」を削る。 

第１０条の見出し中「利用権」を「使用権」に改め、同条中「利用者」を「使

用者」に、「利用する」を「使用する」に、「利用の」を「使用の」に改める。 

第１１条の見出し中「利用者」を「使用者」に改め、同条第１項中「利用者」

を「使用者」に、「指定管理者」を「市長」に改め、同条第２項中「利用者」を「使

用者」に、「利用を」を「使用を」に、「利用の」を「使用の」に改める。 

第１２条中「利用者」を「使用者」に改める。 

第１３条中「指定管理者」を「市長」に改め、同条の次に次の２条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１３条の２ 会館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定

管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 会館の利用の許可に関する業務 

(2) 会館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に関する業務 

(3) 会館の施設等の維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に

おける第３条の２から前条まで及び別表の規定の適用については、これらの規

定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とある（第１２条を除く。）のは

「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第３条の２中「これ

を変更する」とあるのは「市長の承認を得てこれを変更する」と、第３条の３

各号列記以外の部分中「休館日を変更し」とあるのは「市長の承認を得て休館



日を変更し」と、第７条中「別に」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て

別に」と、第８条中「市長は、規則」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ

市長の承認を得て規則」と、第９条第２項中「市は」とあるのは「市及び指定

管理者は」とする。 

（利用料金） 

第１３条の３ 前条第１項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合

にあっては、市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させること

ができる。 

２ 利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定めるものとする。 

別表中「利用料金」を「使用料」に、「利用者」を「使用者」に、「利用する」

を「使用する」に、「利用時間」を「使用時間」に改める。 

（三田市歴史資料収蔵センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

８ 三田市歴史資料収蔵センターの設置及び管理に関する条例（平成７年三田市条

例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第３条の２及び第３条の３を削る。 

第３条の４中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削り、

同条を第３条の２とする。 

第３条の５中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削り、

同条を第３条の３とする。 

第３条の６各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、同条第２

号中「施設等」を「センターの施設その他の附属設備（以下「施設等」という。）」

に改める。 

第４条の次に次の１条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第４条の２ センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、

指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) センターの利用に関する業務 

(2) センターの施設等の維持管理に関する業務 



(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に

おける第３条の２から第３条の４までの規定の適用については、これらの規定

中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第３条の２中「これを変更する」と

あるのは「市長の承認を得てこれを変更する」と、第３条の３中「休館日を変

更し」とあるのは「市長の承認を得て休館日を変更し」とする。 

（三田市総合福祉保健センター条例の一部改正） 

９ 三田市総合福祉保健センター条例（平成７年三田市条例第３９号）の一部を次

のように改正する。 

第３条の２及び第３条の３を削る。 

第３条の４第２項中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を

削り、同条を第３条の２とする。 

第３条の５第２項中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を

削り、同条を第３条の３とする。 

第４条及び第５条各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、同

条第３号中「施設等」を「センターの施設その他の附属設備（以下「施設等」と

いう。）」に改める。 

第９条第１項各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、同条第

２項中「及び指定管理者」を削る。 

第１１条第１項、第１３条及び第１４条中「指定管理者」を「市長」に改め、

同条の次に次の１条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１４条の２ センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定する

もの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、

指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) センターの使用の許可に関する業務 

(2) センターの施設等の維持管理に関する業務 

(3) 第３条第１項第３号から第５号までに掲げる施設の運営に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に



おける第３条の２から第５条まで、第９条、第１１条、第１３条及び前条の規

定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、

第３条の２第２項及び第３条の３第２項中「前項」とあるのは「市長の承認を

得て前項」と、第９条第２項中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」と

する。 

（三田市障害児療育センター条例の一部改正） 

１０ 三田市障害児療育センター条例（平成９年三田市条例第３０号）の一部を次

のように改正する。 

第５条及び第６条を次のように改める。 

第５条及び第６条 削除 

第７条及び第８条各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、「市

長の承認を得て」を削る。 

第９条第１項中「施設等」を「センターの施設その他の附属設備（以下「施設

等」という。）」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第９条の２ センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、

指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) センターの利用の許可に関する業務 

(2) センターの施設等の維持管理に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に

おける第７条及び第８条の規定の適用については、第７条中「市長」とあるの

は「指定管理者」と、「これを変更する」とあるのは「市長の承認を得てこれを

変更する」と、第８条各号列記以外の部分中「市長」とあるのは「指定管理者」

と、「休所日を変更し」とあるのは「市長の承認を得て休所日を変更し」とする。 

（三田市新三田駅前駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

１１ 三田市新三田駅前駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１０年三田市条

例第３７号）の一部を次のように改正する。 

第３条の２及び第３条の３を削る。 



第３条の４中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削り、

同条を第３条の２とする。 

第４条第１項及び第２項各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改

め、同項第２号中「施設等」を「駐車場の施設その他の附属設備（以下「施設等」

という。）」に改める。 

第５条中「及び指定管理者」を削る。 

第１０条第１項中「指定管理者」を「市長」に改め、「あらかじめ市長の承認を

得て」を削る。 

第１１条第１号及び第１２条第３項中「及び指定管理者」を削り、同条の次に

次の１条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１２条の２ 駐車場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指

定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 駐車場の利用の許可に関する業務 

(2) 駐車場の施設等の維持管理に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に

おける第３条の２、第４条、第５条及び第１０条から前条までの規定の適用に

ついては、別に定めるものを除き、これらの規定中「市長」とあるのは「指定

管理者」と、第３条の２中「これを変更する」とあるのは「市長の承認を得て

これを変更する」と、第５条第１項各号列記以外の部分中「市長は」とあるの

は「市長及び指定管理者は」と、同条第２項中「市は」とあるのは「市及び指

定管理者は」と、第１０条第１項中「駐車場の全部」とあるのは「あらかじめ

市長の承認を得て駐車場の全部」と、第１１条第１号中「市長の」とあるのは

「市長及び指定管理者の」と、前条第３項中「市は」とあるのは「市及び指定

管理者は」とする。 

（三田市淡路風車
か ぜ

の丘条例の一部改正） 

１２ 三田市淡路風車
か ぜ

の丘条例（平成１２年三田市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 



第３条の２及び第３条の３を削る。 

第３条の４の見出しを「（使用時間）」に改め、同条中「利用できる」を「使用

できる」に、「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削り、同

条を第３条の２とする。 

第３条の５各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承

認を得て」を削り、同条を第３条の３とする。 

第４条の見出しを「（使用の許可）」に改め、同条第１項中「利用しよう」を「使

用しよう」に、「指定管理者」を「市長」に改め、同条第２項中「指定管理者」を

「市長」に、「利用に」を「使用に」に改める。 

第５条の見出しを「（使用の制限）」に改め、同条各号列記以外の部分中「指定

管理者」を「市長」に、「利用を」を「使用を」に改め、同条第２号中「施設等」

を「風車
か ぜ

の丘の施設その他の附属設備（以下「施設等」という。）」に改める。 

第６条の見出しを「（使用料）」に改め、同条第１項中「利用の」を「使用の」

に、「利用者」を「使用者」に、「利用料金」を「使用料」に、「指定管理者」を「市

長」に改め、同条第２項を削る。 

第６条の２を削る。 

第７条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「指定管理者」を

「市長」に改め、「あらかじめ市長の承認を得て」を削り、「利用料金」を「使用

料」に改める。 

第８条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「利用料金」を「使

用料」に、「指定管理者」を「市長」に改め、「あらかじめ市長の承認を得て」を

削る。 

第９条の見出し中「利用許可」を「使用許可」に改め、同条第１項各号列記以

外の部分中「指定管理者」を「市長」に、「利用者」を「使用者」に、「利用条件」

を「使用条件」に、「利用を」を「使用を」に改め、同項第２号及び第３号中「利

用の」を「使用の」に改め、同条第２項中「及び指定管理者」を削り、「利用者」

を「使用者」に改める。 

第１０条第６号中「指定管理者」を「市長」に改める。 

第１１条中「指定管理者」を「市長」に、「利用を」を「使用を」に、「利用者」

を「使用者」に改める。 

第１２条中「利用者」を「使用者」に、「利用しよう」を「使用しよう」に、「指



定管理者」を「市長」に改める。 

第１３条の見出し中「利用権」を「使用権」に改め、同条中「利用者」を「使

用者」に、「利用する」を「使用する」に、「利用の」を「使用の」に改める。 

第１４条の見出し中「利用者」を「使用者」に改め、同条第１項中「利用者」

を「使用者」に、「指定管理者」を「市長」に改め、同条第２項中「利用者」を「使

用者」に、「利用を」を「使用を」に、「利用の」を「使用の」に改める。 

第１５条中「利用者」を「使用者」に改める。 

第１６条中「指定管理者」を「市長」に改め、同条の次に次の２条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１６条の２ 風車
か ぜ

の丘の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定する

もの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定により風車
か ぜ

の丘の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、

指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 風車
か ぜ

の丘の利用の許可に関する業務 

(2) 風車
か ぜ

の丘の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に関する

業務 

(3) 風車
か ぜ

の丘の施設等の維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に

おける第３条の２から前条まで及び別表の規定の適用については、これらの規

定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とある（第１５条を除く。）のは

「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第３条の２中「これ

を変更する」とあるのは「市長の承認を得てこれを変更する」と、第３条の３

各号列記以外の部分中「休所日を変更し」とあるのは「市長の承認を得て休所

日を変更し」と、第７条中「公益上必要」とあるのは「あらかじめ市長の承認

を得て公益上必要」と、第８条中「市長は、規則」とあるのは「指定管理者は、

あらかじめ市長の承認を得て規則」と、第９条第２項中「市は」とあるのは「市

及び指定管理者は」とする。 

（利用料金） 

第１６条の３ 前条第１項の規定により風車
か ぜ

の丘の管理を指定管理者に行わせ

る場合にあっては、市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させ



ることができる。 

２ 利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定めるものとする。 

別表中「利用料金」を「使用料」に、「利用する」を「使用する」に改める。 

（三田市有馬富士自然学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

１３ 三田市有馬富士自然学習センターの設置及び管理に関する条例（平成１２年

三田市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第３条の２及び第３条の３を削る。 

第３条の４第２項中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を

削り、同条を第３条の２とする。 

第３条の５第２項中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を

削り、同条を第３条の３とする。 

第４条の見出しを「（使用の許可）」に改め、同条第１項中「利用しよう」を「使

用しよう」に、「指定管理者」を「市長」に改め、同条第２項中「指定管理者」を

「市長」に、「利用に」を「使用に」に改める。 

第５条の見出しを「（使用の制限）」に改め、同条各号列記以外の部分中「指定

管理者」を「市長」に、「利用を」を「使用を」に改め、同条第２号中「施設等」

を「施設その他の附属設備（以下「施設等」という。）」に改め、同条第４号中「利

用する」を「使用する」に改める。 

第６条の見出しを「（使用料）」に改め、同条第１項中「利用許可」を「使用許

可」に、「利用者」を「使用者」に、「利用料金」を「使用料」に、「指定管理者」

を「市長」に改め、同条第２項を削る。 

第６条の２を削る。 

第７条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「利用料金」を「使

用料」に、「指定管理者」を「市長」に改める。 

第８条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「指定管理者」を

「市長」に、「利用料金」を「使用料」に改める。 

第９条の見出し中「利用許可」を「使用許可」に改め、同条第１項各号列記以

外の部分中「指定管理者」を「市長」に、「利用者」を「使用者」に、「利用を」

を「使用を」に、「利用の」を「使用の」に改め、同項第２号中「利用の」を「使

用の」に改め、同項第３号中「利用の」を「使用の」に、「利用目的」を「使用目



的」に改め、同条第２項中「利用者」を「使用者」に改め、「及び指定管理者」を

削る。 

第１０条第１号中「利用」を「使用」に改める。 

第１１条中「指定管理者」を「市長」に、「利用を」を「使用を」に、「利用者」

を「使用者」に改める。 

第１２条の見出し中「利用者」を「使用者」に改め、同条中「利用者」を「使

用者」に、「指定管理者」を「市長」に、「もって利用」を「もって使用」に改め

る。 

第１３条中「利用者」を「使用者」に、「利用を」を「使用を」に、「利用の」

を「使用の」に改める。 

第１４条中「利用者」を「使用者」に改める。 

第１５条の見出し中「利用権」を「使用権」に改め、同条中「利用者」を「使

用者」に、「利用する」を「使用する」に、「利用の」を「使用の」に改め、同条

の次に次の２条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１５条の２ 自然学習センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が

指定するもの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定により自然学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあ

っては、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 自然学習センターの利用の許可に関する業務 

(2) 自然学習センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に

関する業務 

(3) 自然学習センターの施設等の維持管理に関する業務 

(4) 第３条に規定する事業の実施に関する業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に

おける第３条の２から前条まで及び別表の規定の適用については、これらの規

定中「市長」とある（第１４条を除く。）のは「指定管理者」と、「使用」とあ

るのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第３条の２第２項及

び第３条の３第２項中「、同項」とあるのは「、市長の承認を得て同項」と、

第７条及び第８条中「市長は、規則」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ



市長の承認を得て規則」と、第９条第２項中「市は」とあるのは「市及び指定

管理者は」とする。 

（利用料金） 

第１５条の３ 前条第１項の規定により自然学習センターの管理を指定管理者に

行わせる場合にあっては、市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収

受させることができる。 

２ 利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定めるものとする。 

別表中「利用料金」を「使用料」に、「利用する」を「使用する」に改める。 

（三田市旧九鬼家住宅資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

１４ 三田市旧九鬼家住宅資料館の設置及び管理に関する条例（平成１３年三田市

条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第３条の２及び第３条の３を削る。 

第３条の４第２項中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を

削り、同条を第３条の２とする。 

第３条の５中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削り、

同条を第３条の３とする。 

第４条第１項各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、同項第

２号中「施設等」を「旧九鬼家住宅資料館の施設その他の附属設備（以下「施設

等」という。）」に改め、同条第２項、第５条各号列記以外の部分及び第６条の２

第１項各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、同条第２項中「及

び指定管理者」を削る。 

第８条中「指定管理者」を「市長」に改める。 

第９条の次に次の１条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第９条の２ 旧九鬼家住宅資料館の管理は、法人その他の団体であって、市長が

指定するもの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定により旧九鬼家住宅資料館の管理を指定管理者に行わせる場合に

あっては、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 旧九鬼家住宅資料館の入館の許可に関する業務 

(2) 旧九鬼家住宅資料館の施設等の維持管理に関する業務 



(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に

おける第３条の２から第５条まで、第６条の２及び第８条の規定の適用につい

ては、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第３条の２第２

項中「前項に規定する」とあるのは「市長の承認を得て前項に規定する」と、

第３条の３中「開館時間を」とあるのは「市長の承認を得て開館時間を」と、

第６条の２第２項中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」とする。 

（三田市三輪明神窯史跡園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

１５ 三田市三輪明神窯史跡園の設置及び管理に関する条例（平成１５年三田市条

例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第３条の２及び第３条の３を削る。 

第３条の４中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削り、

同条を第３条の２とする。 

第３条の５各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承

認を得て」を削り、同条を第３条の３とする。 

第４条中「指定管理者」を「市長」に改める。 

第５条各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、同条第２号中

「施設等」を「史跡園の施設その他の附属設備（以下「施設等」という。）」に改

める。 

第７条第１項各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、同条第

２項中「及び指定管理者」を削る。 

第９条及び第１１条中「指定管理者」を「市長」に改め、同条の次に次の１条

を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１１条の２ 史跡園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定により史跡園の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指

定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 史跡園の入園の許可に関する業務 

(2) 史跡園の施設等の維持管理に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 



３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に

おける第３条の２から第５条まで、第７条、第９条及び前条の規定の適用につ

いては、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第３条の２中

「これを変更する」とあるのは「市長の承認を得てこれを変更する」と、第３

条の３各号列記以外の部分中「休園日を変更し」とあるのは「市長の承認を得

て休園日を変更し」と、第７条第２項中「市は」とあるのは「市及び指定管理

者は」とする。 

（三田市藍本駅前駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

１６ 三田市藍本駅前駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１７年三田市条例

第１８号）の一部を次のように改正する。 

第３条の２及び第３条の３を削る。 

第３条の４中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削り、

同条を第３条の２とする。 

第４条第１項及び第２項各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改

め、同項第２号中「施設等」を「駐車場の施設その他の附属設備（以下「施設等」

という。）」に改める。 

第５条第１項各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、同条第

２項中「及び指定管理者」を削る。 

第１０条中「指定管理者」を「市長」に改め、「あらかじめ市長の承認を得て」

を削る。 

第１１条第１号中「指定管理者」を「市長」に改める。 

第１２条第３項中「及び指定管理者」を削り、同条の次に次の１条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１２条の２ 駐車場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指

定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 駐車場の使用の許可に関する業務 

(2) 駐車場の施設等の維持管理に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に



おける第３条の２から第５条まで、第１０条から前条までの規定の適用につい

ては、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第３条の２中「こ

れを変更する」とあるのは「市長の承認を得てこれを変更する」と、第５条第

２項中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」と、第１０条中「駐車場の

全部」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て駐車場の全部」と、前条第３

項中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」とする。 

（三田市総合文化センター条例の一部改正） 

１７ 三田市総合文化センター条例（平成１７年三田市条例第２２号）の一部を次

のように改正する。 

第４条から第６条までを次のように改める。 

第４条から第６条まで 削除 

第７条及び第８条中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を

削る。 

第９条の見出しを「（使用期間）」に改め、同条中「施設等」を「施設その他の

附属設備（以下「施設等」という。）」に、「利用する」を「使用する」に、「指定

管理者」を「市長」に改め、「市長の承認を得て」を削る。 

第１０条の見出しを「（使用の許可）」に改め、同条第１項中「利用しよう」を

「使用しよう」に、「指定管理者」を「市長」に改め、同条第２項中「指定管理者」

を「市長」に、「利用に」を「使用に」に改める。 

第１１条の見出しを「（使用の制限）」に改め、同条各号列記以外の部分中「指

定管理者」を「市長」に、「利用を」を「使用を」に改める。 

第１２条の見出しを「（使用料）」に改め、同条第１項中「利用の」を「使用の」

に、「利用者」を「使用者」に、「利用料金」を「使用料」に、「指定管理者」を「市

長」に改め、同条第２項を削る。 

第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第１４条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「利用料金」を

「使用料」に、「指定管理者」を「市長」に改める。 

第１５条の見出し中「利用許可」を「使用許可」に改め、同条第１項各号列記

以外の部分中「指定管理者」を「市長」に、「利用条件」を「使用条件」に、「利

用を」を「使用を」に改め、同項第１号中「利用者」を「使用者」に、「指定管理



者」を「市長」に改め、同項第２号及び第３号中「利用者」を「使用者」に、「利

用の」を「使用の」に改め、同条第２項中「及び指定管理者」を削り、「利用者」

を「使用者」に改める。 

第１６条第６号中「指定管理者」を「市長」に改める。 

第１７条中「指定管理者」を「市長」に、「利用を」を「使用を」に、「利用者」

を「使用者」に改める。 

第１８条及び第１９条中「利用者」を「使用者」に、「指定管理者」を「市長」

に改める。 

第２０条の見出し中「利用権」を「使用権」に改め、同条中「利用者」を「使

用者」に、「利用する」を「使用する」に、「利用の」を「使用の」に改める。 

第２１条の見出し中「利用者」を「使用者」に改め、同条第１項中「利用者」

を「使用者」に、「指定管理者」を「市長」に改め、同条第２項中「利用者」を「使

用者」に、「利用を」を「使用を」に、「利用の」を「使用の」に改める。 

第２２条中「利用者」を「使用者」に改め、同条の次に次の３条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第２２条の２ 文化センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定

するもの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあって

は、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 文化センターの利用の許可に関する業務 

(2) 文化センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に関す

る業務 

(3) 文化センターの施設等の維持管理に関する業務 

(4) 第３条に規定する事業の実施に関する業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合に

おける第７条から第１２条まで、第１４条から前条まで、別表第１及び別表第

２の規定の適用については、これらの規定中「市長」とある（第２２条を除く。）

のは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは

「利用料金」と、第７条中「これを変更する」とあるのは「市長の承認を得て

これを変更する」と、第８条中「休館日を変更し」とあるのは「市長の承認を



得て休館日を変更し」と、第９条中「これを変更する」とあるのは「市長の承

認を得てこれを変更する」と、第１４条中「市長は、規則」とあるのは「指定

管理者は、あらかじめ市長の承認を得て規則」と、第１５条第２項中「市は」

とあるのは「市及び指定管理者は」と、別表第２ １ 各施設の基本使用料の

部備考第３項及び同表２ 附属施設の基本使用料の部備考第２項中「特に」と

あるのは「あらかじめ市長の承認を得て特に」とする。 

（利用料金） 

第２２条の３ 前条第１項の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わ

せる場合にあっては、市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受さ

せることができる。 

２ 利用料金は、別表第２に規定する額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定めるものとする。 

（指定管理者の行為） 

第２２条の４ 指定管理者は、あらかじめ市長に届け出て、文化センターの建物

又は敷地において、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類す

る行為をすることができる。 

別表第１中「利用期間」を「使用期間」に、「利用する」を「使用する」に改め

る。 

別表第２中「利用料金」を「使用料」に、「利用時間」を「使用時間」に、「利

用区分」を「使用区分」に、「利用者」を「使用者」に、「指定管理者」を「市長」

に、「利用する」を「使用する」に改め、「あらかじめ市長の承認を得て」を削る。 


